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北方町告示第 ４５ 号 

 

一般競争入札公告 

 

 次のとおり事後審査型制限付き一般競争入札を実施するので、北方町事後審査型制限付

き一般競争入札実施要領（平成１９年北方町要領第７号）第４条の規定により公告する。 

 

令和８年４月１日 

北方町長 戸部 哲哉   

 

記 

 

１ 一般競争入札に付する事項 

 ⑴ 仕様書番号及び工事名 

    教総第 2026-01 号／北方町立こども園増築工事 

 ⑵ 工事場所 

    岐阜県本巣郡北方町北方 1367 番地の 1他 68 筆 地内 

 ⑶ 工期 

    契約締結日～令和８年１２月２５日    

 ⑷ 工事概要 

    建築主体工事                  一式 

    外構工事（園庭、舗装、通路、植栽、遊具他）   一式 

    電気設備工事                  一式 

    機械設備工事                  一式 

 ⑸ 予定価格 

    事後公表 

 ⑹ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号）に

関する事項 

    分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事 

     有 

 ⑺ 本工事は、北方町と入札に参加しようとする者がインターネットを利用したシス 

  テム（以下「電子入札システム」という。）で入札等を行うものとする。ただし、シ 

  ステム障害等何らかの不具合により電子入札システムでの入札ができない理由があ 

  るときは、町長に承諾を得た場合に限り、紙による入札を認めるものとする。紙に

よる入札の場合、提出方法等は別途指示する 

２ 入札に参加する者に必要な資格及び要件 

   入札に参加する者は、次に掲げる資格及び要件をすべて満たすものとする。 
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 （共通事項） 

  ① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当し

ないこと。 

  ② 建築一式工事について北方町建設工事入札参加資格者名簿に登載されているこ

と。 

  ③ 北方町建設工事請負契約に係る指名停止措置要綱（昭和６１年北方町要綱第２

号）の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。 

  ④ 岐阜県市町村共同電子入札システムにおける北方町への利用者登録が済んでい

ること。 

 （案件ごとの事項） 

  ⑤ 建築一式工事にかかる特定又は一般建設業の許可を有していること。 

  ⑥ 岐阜・西濃圏域に本店若しくは支店、営業所等を有すること。 

  ⑦ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２７条の２３の規定に基づく建築一

式工事の総合評定値が７９０点以上であること。 

  ⑧ 平成２３年度以降に元請負として施工し、完成引き渡しの済んでいる文教施設

（幼保連携型認定こども園含む）で延床面積１２０㎡以上の鉄筋コンクリート造

又は鉄骨造の新増築工事かつ、建築一式工事での工事費が７，４００万円以上の

施工実績を有すること（共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が２

０％以上のものに限る。）。 

  ⑨ 次の要件を満たす監理技術者を本工事に専任で配置できること。ただし、現場

代理人は監理技術者を兼ねることができる。 

   ・ 一級建築士又は一級建築施工管理技士の資格を有する者 

・ 平成２３年度以降に元請負として施工し、完成引き渡しの済んでいる文教施

設（幼保連携型認定こども園含む）で延床面積１２０㎡以上の鉄筋コンクリー

ト造又は鉄骨造の新増築工事において監理技術者として従事した実績を有する

者かつ工事費が７，４００万円以上の工事に監理技術者として従事した実績を

有する者（共同企業体の構成員としての従事実績は、出資比率が２０％以上の

ものに限る。） 

 

３ 設計図書の配布及び閲覧 

⑴  日時 令和８年４月１日（水）午前９時から 

⑵  場所 電子入札システムに添付 

４ 入札参加申請書の提出期限及び提出場所 

   令和８年４月２日（木）午前１０時から令和８年４月８日（水）午後３時までに

一般競争入札参加申請書（様式第１号）を電子入札システムにより提出するものと

する。 
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５ 質疑の受付 

   令和８年４月２日（木）午前１０時から令和８年４月８日（水）午後３時までに

ＦＡＸ又はＥメールにより下記に提出するものとする。ただし、入札参加資格や提

出書類等の事務的な内容については、直接電話で問い合わせるものとする。 

   提出・問い合わせ 

    総務危機管理課 契約担当 

    ＴＥＬ ０５８－３２３－１１１１  ＦＡＸ ０５８－３２３－２９６３ 

    E-mail soumukiki@town.gi fu-kitagata. lg. jp  

※いずれの場合も、質疑書を提出した旨を上記担当者に電話にて連絡すること。 

６ 入札参加通知及び質疑に対する回答（電子入札システムによる） 

   令和８年４月１７日（金）午後４時までに入札参加通知書及び質疑に対する回答 

  を送信する。 

７ 入札書及び内訳書の提出（電子入札システムによる） 

   令和８年４月２０日（月）午前９時から令和８年４月２１日（火）午後４時までに

提出するものとする。 

８ 入札保証金 

   免除（北方町契約規則（昭和３９年北方町規則第３号）第５条の規定による。） 

９ 無効な入札 

   次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札は無効とする。 

 ⑴ 入札に関し、談合等の不正行為があったとき。 

 ⑵ 紙入札を認められていないものが紙入札をしたとき。 

 ⑶ その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反したとき。 

10 入札又は開札の中止 

   天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を中止することがある。この場 

  合における損害は、入札者の負担とする。 

11 開札（電子入札システムによる） 

 ⑴ 日時 令和８年４月２２日（水）午前１０時から 

 ⑵ 場所 北方町役場総務危機管理課 

12 入札参加資格審査等に必要な書類の提出方法及び場所 

   予定価格の範囲内で最低価格をもって入札した者を落札候補者とし、落札候補者は、 

  指示のあった日の翌日から起算して２日以内（休日を除く。）に、一般競争入札参加 

  資格確認申請書（様式第２号）に指定された書類を添付し、北方町役場総務危機管理

課に提出すること。 

13 落札者の決定方法 

   落札候補者の入札参加資格要件を審査し、当該要件を満たしていることが確認でき 

  た場合に、当該入札者を落札者として決定する。参加資格要件を満たしていないと確 

  認した場合は、当該落札候補者が行った入札を無効とした上で、次順位者を落札候補 

mailto:soumukiki@town.gifu-kitagata.lg.jp
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  者とし、入札参加資格審査等に必要な書類の提出を求める。 

14 低入札価格基準（失格判断基準） 

   無       （無） 

15 最低制限価格 

   有 

16 契約保証金 

   有（請負+金額の１０分の１以上の額） 

17 前払金 

   有（請負金額の１０分の４以内の額） 

18 議会の議決 

   有（落札後仮契約を行い、議会の議決後に本契約を締結するものとする。） 

19 落札の無効 

   落札者は、特別の理由なく落札決定の日から７日以内（土日祝除く）に契約を締結 

  しない場合は、その落札は無効とする。 


